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熊
本
県
大
麻
取
締
法
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
十
四
号

　
　
　

熊
本
県
大
麻
取
締
法
施
行
細
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

　

及
び
大
麻
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
・
農
林
省
令
第
一
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い

　

う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
書
類
の
経
由
）

第
二
条　

法
、
省
令
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
申
請
書
、
届
書
そ
の
他
の
書
類
は
、

　

正
副
二
通
と
し
、
栽
培
地
又
は
研
究
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
保
健
所
長
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら

　

な
い
。
た
だ
し
、
栽
培
地
又
は
研
究
施
設
の
所
在
地
が
熊
本
市
の
区
域
に
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

　

な
い
。

　

（
大
麻
取
扱
者
の
免
許
）

第
三
条　

法
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
大
麻
栽
培
者
（
研
究
者
）
免
許
申

　

請
書
（
別
記
第
一
号
様
式
）
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

　

な
い
。

　

一　

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
人
登
記
簿
の
謄
本
及
び
定
款

　
　

又
は
寄
附
行
為
並
び
に
法
人
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
代
表
者
、
管
理
人
又
は

　
　

こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
）
が
法
第
五
条
第
二
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

　

二　

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
本
人
の
住
民
票
及
び
法
第
五
条

　
　

第
二
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

　

三　

大
麻
栽
培
者
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
栽
培
地
ご
と
の
位
置
及
び
面
積
を

　
　

示
す
図
面

　

四　

大
麻
研
究
者
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
履
歴
書

　

五　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

　

（
大
麻
取
扱
者
の
免
許
証
）

第
四
条　

法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
は
、
大
麻
栽
培
者
（
研
究
者
）
免
許
証
（
別
記
第
二
号
様
式
）

　

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
大
麻
取
扱
者
免
許
の
登
録
の
ま
つ
消
等
）

第
五
条　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
大
麻
栽
培
者
（
研
究
者
）
免
許
取
消
申
請
書
（
別

　

記
第
三
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
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２　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
大
麻
栽
培
者
（
研
究
者
）
死
亡
（
解
散
）
届
（
別
記
第

　

四
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３　

法
第
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
大
麻
栽
培
者
（
研
究
者
）
登
録
事
項
変
更
届
（
別
記
第

　

五
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４　

法
第
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
免
許
証
再
交
付
申
請
書
（
別
記
第
六
号
様
式
）
に
よ
る

　

も
の
と
す
る
。

　

（
大
麻
栽
培
者
及
び
大
麻
研
究
者
の
報
告
）

第
六
条　

法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
大
麻
栽
培
者
年
間
報
告
書
（
別
記
第
七
号
様
式
）
に
よ

　

る
も
の
と
す
る
。

２　

法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
大
麻
研
究
者
年
間
報
告
書
（
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
も

　

の
と
す
る
。

　

（
雑
則
）

第
七
条　

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
こ
の
規
則
の
相
当
規

　

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
と
み
な
す
。
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